
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和

三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
　
崎
　
俊
　
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

阿
部
医
院

令
和
八
年
二
月
一
日

一
関
市
東
山
町
長
坂
字
町
三
七
九
番
地

徳
永
整
形
外
科

令
和
八
年
二
月
一
日

紫
波
郡
矢
巾
町
大
字
南
矢
幅
第
九
地
割
三
二
〇
番
地
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十 
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健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和

三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
　
崎
　
俊
　
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

お
と
べ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
八
年
二
月
二
十
二
日

盛
岡
市
乙
部
四
地
割
一
五
番
地
二

ス
マ
イ
リ
︱
キ
ッ
ズ
・
デ
ン
タ
ル
ケ
ア

令
和
八
年
二
月
十
四
日

北
上
市
九
年
橋
三
丁
目
七
番
二
二
号
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健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和

三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
　
崎
　
俊
　
雄

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

上
田
薬
局

令
和
八
年
二
月
一
日

盛
岡
市
上
田
一
丁
目
六
番
九
号

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
宮
古
中
央
店

令
和
八
年
二
月
一
日

宮
古
市
保
久
田
八
番
五
号

な
で
し
こ
薬
局

令
和
八
年
二
月
一
日

一
関
市
銅
谷
町
二
番
九
号

日
本
調
剤
龍
ヶ
馬
場
薬
局

令
和
八
年
二
月
一
日

奥
州
市
水
沢
字
龍
ヶ
馬
場
二
九
番
地
三
七

日
本
調
剤
胆
沢
薬
局

令
和
八
年
二
月
一
日

奥
州
市
水
沢
字
龍
ヶ
馬
場
三
番
地
一
一
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